
 

 

 

 

 
   年   月   日 

相模原市長  

相模原協同病院 病児保育室 みどりっこ  宛て 

 医療機関    所在地  

 名 称 

 担当医師名                        

 電   話 （       ）       － 

右の児童は､現時点での入院の必要はなく、相模原協

同病院「病児保育室 みどりっこ」の利用が可能と思わ

れますので連絡します。 

ふ り が な 

児童氏名  

病名・症状 

隔離保育を要する疾患 集団保育が可能な疾患 

01 溶連菌感染症 

02 インフルエンザ（    ）型 

03 ノロウイルス・ロタウイルス 

・アデノウイルス胃腸炎 

04 ＲＳウイルス感染症 

05 百日咳（急性期を除く） 

06 流行性耳下腺炎（おたふく） 

07 水痘（みずぼうそう） 

08 咽頭結膜熱（プール熱） 

09 流行性角結膜炎（はやり目） 

10 急性出血性結膜炎 

11 咽頭アデノウイルス感染症 

12 感冒・感冒様症候群 

13 咽頭炎 

14 扁桃腺炎 

15 気管支炎 

16 喘息・喘息性気管支炎 

17 中耳炎 

その他（病名又は症状を記入してください） 

 

                       

隔離 〔 要 ・ 不要 〕 

※ 次の疾病、症状は原則として利用できません。 

・麻疹、風疹  ・水分摂取ができない  ・咳や喘息により呼吸困難がある場合 

投 薬 処 方 

1 無 

2 有 〔 去痰剤・咳止め・気管支拡張剤・抗生物質・整腸剤など消化器薬・解熱鎮痛剤・

その他（               ） 〕 

→ 薬局で発行する薬の説明書またはお薬手帳を保護者に添付させてください。 

安 静 度 
1 室内安静（ベッドでの生活が主、静かな遊びは可）    

2 室内保育 

 食事（昼食） 
ミルク  ・  離乳食（中期･後期）  ・  普通食  ・  三分菜(下痢食） 

その他（                      ） 

保育利用見込み 
病児・病後児保育利用を 

要する見込み日数 

1 ３日程度   

2 その他（       日位 ） 

そ の 他 の 

留 意 事 項 

 

 

相模原協同病院 病児保育室 みどりっこ 

相模原協同病院  病児保育室 みどりっこ 利用連絡票 

 



病児保育室みどりっこの利用基準 

利用制限等について 

次のいずれかに該当する場合には利用ができません。 

・水分摂取ができない。 

・咳や喘息により呼吸困難がある。 

・その他、看護師が保育困難と判断した場合。 

利用できない疾患 

   麻疹、風疹 

疾患別利用基準 

  疾患名 集団保育 隔離保育 陰圧室保育 

01 
溶連菌感染症 
熱がある場合 

  ○   

01 
溶連菌感染症 
24時間解熱が確認できていて、抗生剤の服薬が開始されている時 

○     

02 
インフルエンザ 
発熱から48時間以内 

    ○ 

02 
インフルエンザ 
発熱後48時間経過し、24時間解熱していることが確認できた時 

  ○   

02 
インフルエンザ 
発症後5日経過し、解熱後乳幼児72時間、学童48時間経過 

○     

03 ノロウイルス・ロタウイルス・アデノウイルス胃腸炎   ○   

04 RSウイルス感染症   ○   

05 百日咳（急性期を除く）     ○ 

06 流行性耳下腺炎（おたふく）     ○ 

07 水痘（水ぼうそう）     ○ 

08 咽頭結膜熱（プール熱）     ○ 

09 流行性角結膜炎（はやり目）     ○ 

10 急性出血性結膜炎     ○ 

11 咽頭アデノウイルス感染症   ○   

12 感冒・感冒様症候群 ○     

13 咽頭炎 ○     

14 扁桃腺炎 ○     

15 気管支炎 ○     

16 喘息・喘息性気管支炎 ○     

17 中耳炎 ○     

 

※水痘感染児に接触した児童の受け入れ基準 

・水痘の予防接種が未接種の場合は、受け入れできない。 

・水痘の予防接種済みの場合、感染対策マニュアルに準じ感染期間前（接触日を 0 日目と数え 7 日目）まで

は受け入れる。 

 


